
（様式：幼稚園） （様式：幼稚園）

○○市町村長　殿 ○○市町村長　殿

法人名 法人名
理事長名 印 理事長名 印

　平成　年度において、下記のとおり【申請・報告】します。 　平成　年度において、下記のとおり【申請・報告】します。

名 名

名 名

基本加算部分 基本加算部分

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

加減調整部分 加減調整部分

9 9

乗除調整部分 乗除調整部分

10 10

適用（開始）年月
又は適用年度

Ⅰ　総括表

利用こども数
（見込）

外部監査費加算

平成　　年度施設型給付費等にかかる加算（調整）【適用申請・実績報告】書

第 号
平成 年 月 日

平成　　年　　月初日現在

施設名

備考

処遇改善等加算Ⅰ

副園長・教頭配置加算

所在地

利用定員

申請の
有無

加算・調整項目

3歳児配置改善加算

満3歳児対応加配加算

チーム保育加配加算

給食実施加算

通園送迎加算

年齢別配置基準を下回る場合

定員を恒常的に超過する場合

平成　　年度施設型給付費等にかかる加算（調整）【適用申請・実績報告】書

第 号
平成 年 月 日

Ⅰ　総括表

平成　　年　　月初日現在

施設名

所在地

利用定員

利用こども数
（見込）

申請の
有無

加算・調整項目
適用（開始）年月

又は適用年度
備考

処遇改善等加算Ⅰ

副園長・教頭配置加算

3歳児配置改善加算

満3歳児対応加配加算

チーム保育加配加算

通園送迎加算

給食実施加算

外部監査費加算

年齢別配置基準を下回る場合

定員を恒常的に超過する場合

改正後 改正前



改正後 改正前

特定加算部分 特定加算部分

11 11

12 12

13 13

14

15 14

16 15

17 処遇改善等加算Ⅱ 16 処遇改善等加算Ⅱ

18 冷暖房費加算 17 冷暖房費加算

19 18

20 除雪費加算 19 除雪費加算

21 降灰除去費加算 20 降灰除去費加算

22 施設機能強化推進費加算 21 施設機能強化推進費加算

23 小学校接続加算 22 小学校接続加算

24 栄養管理加算 23 栄養管理加算

25 24 第三者評価受審加算

※　加算・調整項目のうち申請する項目について、「申請の有無」欄に〇印を記載すること。 ※　加算・調整項目のうち申請する項目について、「申請の有無」欄に〇印を記載すること。

1　処遇改善等加算Ⅰ 1　処遇改善等加算Ⅰ

2　副園長・教頭配置加算 2　副園長・教頭配置加算
1

□ 適 □ 否

2
□ 適 □ 否

3
□ 適 □ 否

4
□ 適 □ 否

指導充実加配加算

事務負担対応加配加算

Ⅱ　個票

   「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」（平成27年3月31日内閣府政策統括官
   （共生社会政策担当）・文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局
    長通知）別紙様式1～4参照

事務職員配置加算

施設関係者評価加算

療育支援加算

主幹教諭等専任加算

子育て支援活動費加算

　（略）

第三者評価受審加算

主幹教諭等専任加算

子育て支援活動費加算

療育支援加算

（新設）

指導充実加配加算

添付書類 　副園長又は教頭の氏名・年齢等を記載した教頭の履歴書等

施設関係者評価加算

事務負担対応加配加算

　（略）

Ⅱ　個票

 　加算要件

該当する適・否
にㇾ印をするこ
と

（１～４の要件
全てに該当する
場合に加算）

　学校教育法第27条に規定する副園長又は教頭の職務をつかさ
どっていること。学級担任など教育・保育への従事状況は問わな
い。
　学校教育法施行規則第23条において準用する第20条から第22条
までに該当するものとして発令を受けていること。

　当該施設に常時勤務する者であること。

【園長が専任でない施設の場合】
　幼稚園設置基準第5条第3項に規定する教員に該当しないこと。



改正後 改正前

3　3歳児配置改善加算 3　3歳児配置改善加算
4　満3歳児配置改善加算 4　満3歳児配置改善加算
5　チーム保育加配加算 5　チーム保育加配加算

6　通園送迎加算 6　通園送迎加算

※　送迎の実施方法（運転手を雇用して実施又は業務委託して実施等）は問わない。

7　給食実施加算 7　給食実施加算

日 ÷ 4 週 ＝ 日

8　外部監査費加算 8　外部監査費加算

9　年齢別配置基準を下回る場合 9　年齢別配置基準を下回る場合

10　定員を恒常的に超過する場合 10　定員を恒常的に超過する場合

※　実施日は子ども全員に給食を提供できる体制をとっている日とする（保護者が弁当持参を
    希望するなどにより給食を利用しない子どもがいる場合も実施日に含む）。

※　外部監査の内容等は、幼稚園に係る私立学校振興助成法（昭和50年法律第61号）第14条第3
　項に規定する公認会計士又は監査法人の監査及びこれに準ずる公認会計士又は監査法人の監
  査と同等のもの。

添付書類
・常勤換算人数による配置教員数が分かる資料（参考様式参照）
・職員の配置状況が記載された職員体制図等

添付書類
・常勤換算人数による配置教員数が分かる資料（参考様式参照）
・職員の配置状況が記載された職員体制図等

添付書類 　通園送迎の実施状況等が分かる資料等

週当たり実施日数 修業期間中の平均的な月当たり実施日数 [　] 週当たり実施日数 [　] （小数点第1位を四捨五入）

平成　年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 年平均在所率

月初日在籍子ども数
%

月初日利用定員

平成　年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 年平均在所率

月初日在籍子ども数
%

月初日利用定員

　（略）

　（略）

　（略）

　（略）

　（略）

　（略）

添付書類 　給食の実施状況等が分かる資料等

※　給食の実施方法（業務委託、外部搬入等）は問わない。

添付書類
　外部監査の実施状況等が分かる資料等
　（監査実施契約が締結された時点で契約書等を提出）



改正後 改正前

11　主幹教諭等専任加算 11　主幹教諭等専任加算

□ 適 □ 否

□ 適 □ 否

1

2

3

4

　（略）

事業の実施状況
（実施している
事業の番号に○
印をするこ
と。）

(複数実施するこ
と)

　幼稚園型一時預かり事業（子ども・子育て支援交付金の交付に係る要件に
適合しており、かつ、月の平均対象子どもが１人以上いるもの（年度当初か
ら事業を開始する場合は５月において当該要件を満たしていることをもって
４月から当該要件を満たしているものと取り扱う。）。私学助成の預かり保
育推進事業、幼稚園長時間預かり保育支援事業、市町村の単独事業・自主事
業（私学助成の国庫補助事業の対象に準ずる形態で実施されている場合に限
る。）等により行う預かり保育を含む。ただし、当該要件を満たした月以降
の各月においては、同一年度に限り、事業を実施する体制が取られているこ
とをもって当該要件を満たしているものと取り扱う。）
                                〈　　月初日現在利用園児数　　名〉
　一般型一時預かり事業（子ども・子育て支援交付金の交付に係る要件に適
合しており、かつ、月の平均対象子どもが１人以上いるもの（年度当初から
事業を開始する場合は５月において当該要件を満たしていることをもって４
月から当該要件を満たしているものと取り扱う。）。私学助成の子育て支援
活動の推進等により行う未就園児の保育、幼稚園型一時預かり事業により行
う非在園児の預かりを含む。ただし、当該要件を満たした月以降の各月にお
いては、同一年度に限り、事業を実施する体制が取られていることをもって
当該要件を満たしているものと取り扱う。）
                                〈　　月初日現在利用園児数　　名〉
　満３歳児に対する教育・保育の提供（月の初日において満３歳児が１人以
上利用している月から年度を通じて当該要件を満たしているものとする。）
　　　　　　　　　　　　　　　　〈　　月初日現在利用園児数　　名〉

　障害児（軽度障害児を含む。）※2に対する教育・保育の提供（月の初日に
おいて障害児が１人以上利用している月から年度を通じて当該要件を満たし
ているものとする。）
　　　　　　　　　　　　　　　　〈　　月初日現在利用園児数　　名〉

添付書類 　上記1～4の事業等の実施状況等が分かる資料

※1　主幹教諭等とは、学校教育法第27条に規定する副園長、教頭、主幹教諭及び指導教諭をい
   う。

※2　市町村が認める障害児とし、身体障害者手帳等の交付の有無は問わない。医師による診断
　 書や巡回支援専門員等障害に関する専門的知見を有する者による意見提出など障害の事実が
　 把握可能な資料をもって確認しても差し支えない。

主幹教諭等※1

の配置

代替教員
の配置



改正後 改正前

12　子育て支援活動費加算 12　子育て支援活動費加算
1

□ 適 □ 否

2
□ 適 □ 否

13　療育支援加算 13　療育支援加算

□ 適 □ 否

□ 適 □ 否

14　事務職員配置加算 （新設）
※　利用定員が91人以上の施設が対象

15　指導充実加配加算 14　指導充実加配加算
※　利用定員271人以上の施設が対象

16　事務負担対応加配加算 15　事務負担対応加配加算
※　利用定員271人以上の施設が対象

17　処遇改善等加算Ⅱ 16　処遇改善等加算Ⅱ

   「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」（平成27年3月31日内閣府政策統括官
  （共生社会政策担当）・文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局
   長通知）別紙様式5～7参照

　（略）

添付書類 　職員の配置状況が記載された職員体制図等

　（略）

　（略）

添付書類 　療育支援の取組が分かる資料

※　市町村が認める障害児とし、身体障害者手帳等の交付の有無は問わない。医師による診断
  書や巡回支援専門員等障害に関する専門的知見を有する者による意見提出など障害の事実が
  把握可能な資料をもって確認しても差し支えない。

　（略）

　（略）

　非常勤講師の配置が分かる資料等添付書類

加算要件

該当する適・否にㇾ
印をすること

（１・2の要件に該当
する場合に加算）

　主幹教諭等専任加算(11)の対象施設であること。

　地域の子育て支援活動等に取り組んでいること。

添付書類 　地域の子育て支援活動等の実施状況等が分かる資料

主幹教諭等専任
加算(11)の対象

施設

主幹教諭等
補助者の配置

受入障害児※数
特別児童扶養手当支給対象児童 　　月初日現在　　名

それ以外の対象子ども 　　月初日現在　　名

添付書類 　非常勤事務職員の配置が分かる資料等



改正後 改正前

18　冷暖房費加算 17　冷暖房費加算
　　特段、添付書類は不要。

19　施設関係者評価加算 18　施設関係者評価加算
1

□ 適 □ 否

2

□ 適 □ 否

20　除雪費加算 19　除雪費加算

21　降灰除去費加算 20　降灰除去費加算

　（略）

　（略）

　（略）

　（略）

※　評価者の委嘱や会議の開催予定等により、当年度に評価や結果の公表（評価報告書の作成
　が翌年度以降となるため、結果の公表が翌年度になる場合を含む。）が行われることが確認
　できる場合は本加算の対象とする。その場合、事後に受審や結果の公表が行われていること
　が確認できる資料等を市町村に提出すること。

　　特段、添付書類は不要。

　　特段、添付書類は不要。

 　加算要件

該当する適・否
にㇾ印をするこ
と

（1・2の要件に
該当する場合に
加算）

　学校教育法施行規則第39条において準用する第67条の規定によ
り保護者その他の幼稚園の関係者（幼稚園職員を除く。）による
評価を実施

　評価の結果をホームページ・広報誌への掲載、保護者への説明
等により広く公表

添付書類
　施設関係者評価の実施状況等が分かる資料
 　（評価者の委嘱や会議の開催等が決定された時点で提出）

※　評価の内容等は、「幼稚園における学校評価ガイドライン」（これに準じて自治体が作成
　したものを含む。）に準拠し、同規則第39条において準用する第66条の規定により行った自
　己評価等に関する情報提供、授業・行事等の活動の公開、園長等との意見交換の確保などに
　配慮して実施するものであること。



改正後 改正前

22　施設機能強化推進費加算 21　施設機能強化推進費加算

円 円

・
・

― ― 計 ― 計 ―

1

2

3

4

　（略）

印 刷 製 本 費

光 熱 水 費
消 耗 品 費

賃 金
委 託 費

事業の実施状況
（実施している
事業の番号に○
印をするこ
と。）

(複数実施するこ
と)

　幼稚園型一時預かり事業（子ども・子育て支援交付金の交付に係る要件に
適合しており、かつ、月の平均対象子どもが１人以上いるもの（年度当初か
ら事業を開始する場合は５月において当該要件を満たしていることをもって
４月から当該要件を満たしているものと取り扱う。）。私学助成の預かり保
育推進事業、幼稚園長時間預かり保育支援事業、市町村の単独事業・自主事
業（私学助成の国庫補助事業の対象に準ずる形態で実施されている場合に限
る。）等により行う預かり保育を含む。ただし、当該要件を満たした月以降
の各月においては、同一年度に限り、事業を実施する体制が取られているこ
とをもって当該要件を満たしているものと取り扱う。）
                                〈　　月初日現在利用園児数　　名〉
　一般型一時預かり事業（子ども・子育て支援交付金の交付に係る要件に適
合しており、かつ、月の平均対象子どもが１人以上いるもの（年度当初から
事業を開始する場合は５月において当該要件を満たしていることをもって４
月から当該要件を満たしているものと取り扱う。）。私学助成の子育て支援
活動の推進等により行う未就園児の保育、幼稚園型一時預かり事業により行
う非在園児の預かりを含む。ただし、当該要件を満たした月以降の各月にお
いては、同一年度に限り、事業を実施する体制が取られていることをもって
当該要件を満たしているものと取り扱う。）
                                〈　　月初日現在利用園児数　　名〉
　満３歳児に対する教育・保育の提供（４月から11月までの各月初日を平均
して満３歳児が１人以上利用していること。）
　　　　　　　　　　　　　　　　〈　　月初日現在利用園児数　　名〉

　障害児（軽度障害児を含む。）※に対する教育・保育の提供（４月から11月
までの間に１人以上の障害児の利用があること。）
　　　　　　　　　　　　　　　　〈　　月初日現在利用園児数　　名〉

旅 費

科目

【事業実施計画（実績）及び支出予定（済）額】

事業内容 支出予定（済）額

実施時期 内容 総事業費 金額 積算内訳

※　支出予定(済)額の科目欄には、記載の科目以外に該当するものがあれば、適宜記入すること。

※　市町村が認める障害児とし、身体障害者手帳等の交付の有無は問わない。医師による診断
    書や巡回支援専門員等障害に関する専門的知見を有する者による意見提出など障害の事実
    が把握可能な資料をもって確認しても差し支えない。



改正後 改正前

23　小学校接続加算 22　小学校接続加算
1

□ 適 □ 否

2
□ 適 □ 否

3
□ 適 □ 否

24　栄養管理加算 23　栄養管理加算
※　年間を通じて栄養士を活用している場合に加算対象とする（年度途中で新たに開設した施設
　については、施設の開設以降、年間を通じて活用（期間が６ヶ月以上となること。）している
　場合に対象とする。）。

□ 適 □ 否

□ 適 □ 否

25　第三者評価受審加算 24　第三者評価受審加算

1

□ 適 □ 否

2

□ 適 □ 否

　（略）

※　雇用形態を問わず、嘱託する場合や、栄養教諭、学校栄養職員又は調理員として栄養士を
　雇用している場合も対象となる。

栄養士の配置
※

栄養士を活用した
継続的指導

添付書類 　嘱託契約（写）又は配置が確認できる書類等

※　第三者評価の受審は５年に一度程度を想定しており、加算適用年度から５年度間は再度の
    加算適用はできないこと。

 　加算要件

該当する適・否
にㇾ印をするこ
と

(１・２の要件に
該当する場合に
加算)

　「幼稚園における学校評価ガイドライン」等に沿って、第三者
評価を適切に実施することが可能であると市町村が認める第三者
機関（又は評価者）による評価（行政が委託等により民間機関に
行わせるものを含む。）を受審。

　第三者機関等による評価の受審結果をホームページ等により広
く公表。

添付書類※ 　第三者評価の受審状況が分かる資料等
　（評価者の委嘱や会議の開催等が決定された時点で提出）

※　評価機関との間の契約書等により、当年度に第三者評価の受審や結果の公表（評価機関か
　らの評価結果の提示が翌年度になるため、結果の公表が翌年度になる場合を含む。）が行わ
　れることが確認できる場合は本加算の対象とする。その場合、事後に受審や結果の公表が行
　われていることが確認できる資料等を、市町村に提出すること。

　（略）

　（略）

　 加算要件

該当する適・否
にㇾ印をするこ
と

(１～３の要件全
てに該当する場
合に加算)

　小学校との連携・接続に関する業務分掌を明確にしている。

　授業・行事、研究会・研修等の小学校との子ども及び教職員の
交流活動を実施している。

　小学校との接続を見通した教育課程を編成していること。な
お、継続的な協議会の開催等により具体的な編成に向けた研究に
着手していると認められる場合を含む。

添付書類 　上記取組等の実施状況がわかる資料等



改正後 改正前

（様式：保育所） （略） （様式：保育所）

（様式：認定こども園） （略） （様式：認定こども園）

（様式：家庭的保育事業） （略） （様式：家庭的保育事業）

（様式：小規模保育事業A型・B型） （略） （様式：小規模保育事業A型・B型）

（様式：小規模保育事業C型） （略） （様式：小規模保育事業C型）

（様式：事業所内保育事業） （略） （様式：事業所内保育事業）

（様式：居宅訪問型保育事業） （略） （様式：居宅訪問型保育事業）


